
第２章 
シックハウス対策のポイント 

3関連する化学物質などの全体像 
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　厚生労働省が室内濃度指針値を定めた化学物質は現在１３です。人の健

康に影響する室内空気質関連物質には化学物質の他にも、二酸化炭素、

一酸化炭素、浮遊粉塵（タバコのけむりなど）、水蒸気（湿度）、浮遊微

生物や菌類（カビ、ダニなど）があり、これらにも充分注意しなければな

りません。建築基準法の改正で対策が明確になったのは、ホルムアルデ

ヒドとクロルピリホスですが、トルエンやキシレンなどの揮発性有機化

合物（ＶＯＣ）にも配慮することが求められます。 

ホルムアルデヒド 

アセトアルデヒド 

トルエン 

キシレン 

エチルベンゼン 

スチレン 

パラジクロロベンゼン 

テトラデカン 

クロルピリホス 

フェノブカルブ 

ダイアジノン 

フタル酸ジ-n-ブチル 

フタル酸ジ-2-エチル 
ヘキシル 

●二酸化炭素（CO2） 

●一酸化炭素（CO） 

●湿気 

●浮遊粉塵 

●微生物、菌類 
　（カビ・ダニなど） 
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厚生労働省が濃度指針値を 
定めた１３物質 

測定対象物質 
住宅品確法の住宅性能 
表示制度で濃度を測定 
できる６物質 

人の健康に影響する 
化学物質以外で注意 
が必要な要素 

改正建築基準法 
の規制対象物質 

使用が禁止された 


